
固定資産税（省エネ改修工事）減額申告書

　　　年　　　月　　　日

受付印

東大和市長　殿

　　　下記の家屋について、地方税法附則第１５条の９第９項又は第１０項の適用を受けたいので、東大和市

　　税条例付則第１０条の２第９項の規定により申告します。

東大和市

居宅 木造

その他 （ ） その他 （ ） 造

窓の改修工事 天井の断熱改修工事

床の断熱改修工事

その他

＊該当する改修工事部位にレ印を付けてください。

＊省エネ改修工事が完了してから３か月以内に申告できなかった場合には、その理由
を記入してください。

＊添付書類

１　現行の省エネ基準に適合した改修工事であることの証明書（建築士等が発行）

２　建築士免許証の写し

３　改修工事費がわかる書類（明細書及び領収書）

４　改修工事箇所の写真

＊　下記処理欄は記入する必要がありません。

＊記入方法は裏面に記載しております。

課長認可・却下

　年間

却下

認可（　　　　　　　年度から）

担当者係　長

壁の断熱改修工事

受付時確認

期日までに申告している

記 載 内 容 に も れ が な い

添 付 書 類 が 揃 っ て い る

完了年月日

建築年月日

納税義務者
住 所

納税義務者
氏 名

改 修 工 事

印

家屋所在地

備　　　考

部 位

丁目　　　　　番地

年 月 日

年 月 日

家屋の種類

改 修 工 事

電話番号

家屋番号

費 用
円

構 造

床 面 積

改修工事

㎡



 記入方法

１　申告者（納税義務者）の欄には、耐震改修工事に伴う減額措置の適用を受ける家屋の納税義務者の住所

　　又は所在及び氏名又は名称及び電話番号を記入し、押印してください。

２　家屋の内訳欄には、家屋所在地・家屋番号・種類・構造・建築年月日・床面積・改修工事完了年月日・

　　改修工事費用、改修工事部位をそれぞれ記入してください。

東大和市

居宅 木造

その他 （ ） その他 （ ） 造

窓の改修工事 天井の断熱改修工事

床の断熱改修工事

その他

＊該当する改修工事部位にレ印を付けてください。

＊省エネ改修工事が完了してから３か月以内に申告できなかった場合には、その理由

を記入してください。

【問い合わせ】 東大和市役所　市民部課税課　家屋資産税係

１階５番窓口

〒207-8585    東大和市中央３－９３０

ＴＥＬ　０４２－５６３－２１１１

内線　１０５８,１０５９,１０６０

９３０番

改 修 工 事 壁の断熱改修工事

部 位

備　　　考

建築年月日 床 面 積

円
費 用

平成１９年６月２日

平成１２年４月１日

０４２－５６３－２１１１

完了年月日

改 修 工 事

電話番号

家屋所在地 家屋番号

家屋の種類 構 造

耐震工事

98.00

　※記入例

㎡

納税義務者
住 所

納税義務者
印

氏 名

東大和市中央３丁目９３０番地

大和　太郎

中央３ 丁目 番地９３０


